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参加者の有無を確認する公募手続に係る公示書 

 

令和８年２月18日 

福岡市財政局税務部納税企画課 

 

１．公募の趣旨 

本業務は、ファイナンシャル・プランナーの専門的知識や経験を活用して、市税等滞

納者（法人を含む。）の生活や事業の再建による担税力の回復を目的とした納税相談を

実施するものであり、一定の能力（資格）と実績を有することが求められるため、特定

の者を相手方とする契約手続を行う予定としているが、当該特定の者以外の者で、下記

の公募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確

認書の提出を求める公募を実施するものである。 

公募の結果、応募者がいない場合、応募者があっても下記４（公募要件）を満たすと

認められる者がいない場合、公募要件を満たすと認められる者がすべて辞退した場合は、

特定の者との随意契約の手続きに移行する。 

  なお、公募要件を満たすと認められる者がいる場合は、見積合わせを実施する予定で

ある。 

 

２．請負契約等の概要 

（１）業務件名   ファイナンシャル・プランナーによる納税相談業務 

（２）業務内容   市税等滞納者（法人を含む。）からの納税相談（生活や事業の再

建による担税力の回復に向けた助言等）、納付計画の策定及び履

行管理 

（３）履行期間（予定）  令和８年４月１日～令和９年３月３１日 

 

３．参加資格 

参加意思確認書を提出する者は、次のいずれにも該当する者でなければならない。 

① 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しな

い者であること。 

② 「福岡市競争入札参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加停止措置、競争 入

札参加資格取消措置又は排除措置を受けている期間でないこと。ただし、当該公募

手続の結果行うこととなった指名競争入札等の手続期間において、「福岡市競争入札

参加停止等措置要領」に基づく競争入札参加停止措置、競争入札参加資格取消措置

又は排除措置を受けている期間が終了していると判断されるものを除く。 

 

４．請負契約等の履行に必要な要件（公募要件） 

以下の①～⑤のいずれにも該当する者でなければならない。 

①  市町村税（延滞金を含む。）に滞納がないこと。 

② 消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

③ 福岡市暴力団排除条例第６条「暴力団員又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関

係を有する者」に該当しないこと。 

④ ファイナンシャル・プランニング技能検定２級以上又はＡＦＰ以上の資格を有す

る者を当該事業に係る相談業務等に従事させることができること。 
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⑤ 他の自治体において、上記２（２）と同様の業務内容に関する契約実績を有する

こと。 

 

５．手続等 

 （１）公募説明書等の配付期間、配付方法等 

  ア 配付期間 

令和８年２月１８日（水）から令和８年２月２６日（木）まで（市役所閉庁日

を除く。）の毎日 ※午前９時１５分から午後５時００分まで 

   イ 配付方法 

     下記６の担当課において配付します。 

    ※来庁の際は、事前にご連絡をお願いします。 

   ウ 配付書類 

     公募説明書、仕様書及び参加意思確認書 

 （２）参加意思確認書の提出期間、提出方法等 

   ア 提出期間 

令和８年２月１８（水）から令和８年３月５日（木）まで（市役所閉庁日を除

く。）の毎日 ※午前９時１５分から午後５時００分まで 

   イ 提出方法 

応募者は、参加意思確認書に上記４の公募要件を満たすことを証する書類を作

成・添付し、提出期限までに下記６の担当課へ直接持参すること。 

 （３）その他 

  ア 上記（２）アの提出期間内に参加意思確認書等を持参しなかった場合は、その

後持参しても参加意思確認書の提出を無効とする。 

イ 明らかな誤字・脱字等の場合を除き、一度提出された書類等の修正、差替は一

切認めない。 

ウ 参加意思確認書を提出した者に対して、審査結果を通知する。 

エ 上記ウの通知で、上記４の公募要件を満たさないとされた者は、通知をした日

の翌日から起算して７日以内に、下記６の担当課に対し、書面により公募要件を

満たさないとされた理由について説明を求めることができる。 

オ 応募及びその後の見積合せに要する費用の一切は応募者の負担とし、福岡市は

いかなる場合においてもその費用を負担しない。 

 

６．担当課（公募説明書等配付場所、参加意思確認書提出先及び問い合わせ先） 

福岡市財政局税務部納税企画課 （担当：黒岩・髙橋） 

〒８１０－８６２０福岡市中央区天神１丁目８番１号 本庁舎１０階 

電話０９２－７１１－４２０６ 内線１６１２ 

 

７．その他 

○ 予算その他本市の事情により、当該公募手続の中止又は当該手続により行うことと

なった業務の見積合せを中止する場合がある。 

○ その他詳細は公募説明書による。 


